
- 1 -

山 口 県 地 域 グ リ ー ン ニ ュ ー デ ィ ー ル 基 金 事 業

（環境やまぐち省エネ事業所普及促進事業）補助金交付要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、山口県地域グリーンニューディール基金事業補助金（以下「補助

金」という。)の交付について、山口県補助金等交付規則（平成18年山口県規則第138

号。以下「規則」という。）、平成21年度地域環境保全対策費等補助金交付要綱及び

地域グリーンニューディール基金事業実施要領（平成21年７月10日付け環政計発第09

0710002号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

（目的）

第２条 この補助金は、国の平成21年度地域環境保全対策費等補助金の交付を受けて、

県が山口県地域グリーンニューディール基金を造成し、この基金を活用することによ

って、県内の民間事業者が地球温暖化問題等の喫緊の環境問題を解決するために実施

する事業を支援し、当面の雇用創出と中長期的に持続可能な地域経済社会の構築につ

なげることを目的とする。

（補助対象製品）

第３条 この要綱において「補助対象製品」とは、当該製品を活用した事務所の新築・

改築時等における省エネ対策により、温室効果ガス排出量（ＣＯ２換算）が、省エネ

対策を実施しない場合に比べて一定以上削減できる省エネ・グリーン化製品をいう。

２ 補助対象製品は、新たに設置されるものであり、設置前において使用に供されてい

ないものに限る。

（補助事業者）

第４条 この要綱に基づく補助の申請ができる者は、山口県内に主たる事業所を有し、

自己所有の事業所（１事業所に限る。）に補助対象製品を設置して、かつ設置に要す

る経費を自ら負担する民間事業者（中小企業者又は組合）であって、県税の滞納がな

い者（以下「補助事業者」という。）とする。

２ 前項において、中小企業者とは、中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第

２条第１項各号に掲げる会社又は個人並びにこれらに準ずる者で知事が特に補助の必

要があると認めたものをいい、組合とは、中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第

１８１号）に基づいて設立された組合及びその他の法律に基づいて設立された組合で

あってその構成員の３分の２以上が中小企業者であるものをいう。

（補助対象事業等）

第５条 補助金の交付の対象となる事業、補助金額及び補助要件は、別表第１に定める

とおりとする。但し、次条に定める補助金交付申請書の提出時において、当該事業を

着工している場合は、補助の対象としない。

２ 補助対象製品は、別表第２に掲げる補助対象製品が満たすべき基準のいずれかに適

合しなければならないものとする。

３ 補助金の交付の対象となる経費は、別表第３に定めるとおりとする。
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（補助金の交付の申請）

第６条 補助金の交付を申請しようとする補助事業者は、補助金交付申請書（別記様式

第１号）に次に掲げる書類を添えて、別に定める日までに知事に提出しなければなら

ない。

(1) 事業計画書及び収支予算書（交付申請書：別紙１）

(2) 補助対象製品の導入によるＣＯ２削減計画書（交付申請書：別紙２）

(3) 補助対象製品の工事請負契約書又は見積書の写し

(4) 補助対象製品の設計書又は仕様書の写し

(5) 納税証明書（全ての県税について滞納がないことを証するもので、発行後３か月

以内の原本）

(6) その他、知事が必要と認める書類

２ 補助事業者は、前項の申請を行うにあたって、当該補助金に係る消費税及び地方消

費税に係る仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のう

ち、消費税法（昭和63年法律第108号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除

できる部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和25年法律第226号）に規定する地方

消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じ

て得た金額をいう。以下同じ）を減額して交付申請しなければならない。但し、申請

時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除額が明らかでない場合、または

仕入控除額の適用を受けないことが明らかな場合については、この限りではない。

（事業計画変更等に係る承認の申請）

第７条 規則第５条の規定による通知を受けた補助事業者は、事業計画書の内容に次に

掲げる変更を加えようとする場合には、あらかじめ、事業計画変更承認申請書（別記

様式第２号）に前条第１項各号に掲げる書類を添えて知事に提出し、その承認を受け

なければならない。但し、次に掲げる変更のいずれにも該当しない軽微な変更につい

ては、この限りでない。

(1) 補助金の額の変更を伴う事業費の変更又は事業費の２０％を超える変更

(2) 事業の実施場所の変更

(3) 補助対象製品の主要構造又は主要機能の大幅な変更

(4) その他計画の内容の大幅な変更

２ 補助事業者は、事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、事業中

止（廃止）承認申請書（別記様式第３号）を知事に提出し、その承認を受けなければ

ならない。

（実績報告）

第８条 補助事業者は、事業が完了したとき（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合

を含む。）は、事業を完了した日から起算して３０日を経過した日又は補助金の交付

の決定があった年度の３月３１日のいずれか早い期日までに、事業実績報告書（別記

様式第４号）に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

(1) 事業実績書及び収支決算書（実績報告書：別紙１）

(2) 補助対象製品の導入によるＣＯ２削減実績書（実績報告書：別紙２）

(3) 補助対象製品の設置状況を示す写真

(4) 補助対象製品の設置に係る領収書及びその内訳書の写し

(5) 太陽光発電システムに係る電力事業者との電力需給契約書の写し

(6) その他、知事が必要と認める書類
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２ 補助事業者は、前項の実績報告書を提出するにあたって、当該補助金に係る消費税

及び地方消費税に係る仕入控除税額が明かな場合には、これを補助金額から減額して

報告しなければならない。

３ 補助事業者は、実績報告後に消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方

消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、消費税仕入控除税額報告書（別記様

式第５号）により速やかに知事に報告しなければならない。

４ 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除

税額の全部又は一部の返還を命じるものとする。

（補助金の請求及び交付）

第９条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金支払請求書（別

記様式第６号）を知事に提出するものとする。

２ 補助金は、精算払により交付する。

３ 補助金の交付を受けることができる回数は、同一の事業所につき１回とする。

（手続代行者）

第10条 補助事業者は、第６条の補助金交付申請書、第７条の事業計画変更承認申請書

及び事業中止（廃止）承認申請書、第８条の事業実績報告書について、補助対象製品

を販売する者等に対して、これらの事務の手続を代行させることができる。

２ 手続代行者は、手続を誠意を持って実施するものとし、手続の代行を通じ、補助事

業者に関して得た情報は、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）に従

って取り扱うものとする。

（財産処分の制限）

第11条 補助事業者は、規則第１８条の規定に基づき、補助事業により取得し、又は効

用の増加した財産の処分について承認を得ようとするときは、あらかじめ財産処分承

認申請書（別記様式第７号）を知事に提出し、その承認を得なければならない。

（事業効果の把握）

第12条 補助事業者は、県が事業の実施による温室効果ガスの削減量を把握しようとす

るとき、県の求めに応じて、これらの情報を県に報告するものとする。

（その他）

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、別に定

める。

附 則

この要綱は、平成２１年１２月１８日から施行する。
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別表第１（第５条関係）

補 助
補助事業名 補助対象事業、補助金額及び補助要件

事業者

【補助対象事業】

環境やまぐち 民 間 事業所において補助対象製品（太陽光発電システム及び

省エネ事業所 事業者 その他の省エネ・グリーン化製品）を複合的に導入する

普及促進事業 事業

中 小

企業者 【補助金額】

又 は 補助対象経費の３分の１以内（上限５００万円）

組 合

【補助要件】

○太陽光発電システムの導入は必須とし、公称最大出力

１０ｋＷ以上とすること

○その他の省エネ・グリーン化製品は３製品以上導入し、

導入経費は３００万円以上（他の公的補助控除後）で

あること

○補助対象製品のうち１製品以上を県産製品とすること

○補助対象製品の施工は県内事業者に発注すること

注１） 補助事業については、事務所用途の建築物の省エネ改修が補助対象であり、

生産用設備を有する建築物（工場、倉庫、実験施設など）の省エネ改修は補

助対象としないこと

注２） 補助事業については、構造駆体、建築設備に対する施工工事を伴う省エネ

改修が補助対象であり、後付けの家電製品（エアコン、冷蔵庫、テレビ、洗

濯機など）の交換は補助対象としないこと

注３) 中小企業者とは、中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第

１項各号に掲げる会社又は個人並びにこれらに準ずる者で知事が特に補助の

必要があると認めたものをいい、組合とは、中小企業等協同組合法（昭和２

４年法律第１８１号）に基づいて設立された組合及びその他の法律に基づい

て設立された組合であってその構成員の３分の２以上が中小企業者であるも

のをいうこと
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別表第２（第５条関係）

区 分 補助対象製品が満たすべき基準

① 太陽光発電システム 太陽光発電普及拡大センター（Ｊ－ＰＥＣ）が「住宅用太陽

基 準 光発電導入支援対策費補助金交付規定」において定める補助

対象要件に適合する製品に準ずる製品

② 次世代省エネルギー (財)建築環境・省エネルギー機構（ＩＢＥＣ）の「次世代省

基 準 エネルギー基準適合住宅」の評定を受けた工法に基づく製品

又は次世代省エネルギー基準の性能を満たす製品

③ 国庫補助制度基準 国の補助制度の補助対象となる省エネ・グリーン化製品

（例）エコキュート導入補助金、高効率空調機導入支援事業

補助金、ガスエンジン給湯器導入促進補助金 (エコウ

ィル）、潜熱回収型給湯器導入促進補助金（エコジョ

ーズ、エコフィール）など

（注）但し、上記に例示した国庫補助金については、県補助

金と重複して受けることはできません。

④ Ｃ Ｏ ２ 削 減 基 準 当該製品を活用した住宅の新築・改築時等における省エネ対

策により、省エネ対策を実施しない場合に比べて、ＣＯ２削

減量が年間０．３ｔ－ＣＯ２以上、又はＣＯ２削減率が１０

％以上となること
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別表第３（第５条関係）

補 助 対 象 経 費

事業名

経費区分 内 容

環境やま 設計費 設計費 設計費 基本設計、実施設計に要する費用

ぐち省エ

ネ事業所 監理費 工事監理に要する費用

普及促進

事業 工事費 本工事 材料費 事業を行うために直接必要な材料の購入費をいい、

費（直 これに要する運搬費、保管料を含むものとする。

接工事 この材料単価は、建設物価（建設物価調査会編）、

費) 積算資料（経済調査会編）等を参考の上、事業の実

施の時期、地域の実態及び他事業との関連を考慮し

て事業実施可能な単価とすること。

労務費 本工事に直接必要な労務者に対する賃金等の人件費

をいう。

この労務単価は、毎年度農林水産省、国土交通省が

協議して決定した「公共工事設計労務単価表」を準

用し、事業の実施の時期、地域の実態及び他事業と

の関連を考慮して事業実施可能な単価とすること。

直 接 事業を行うために直接必要とする経費であり、次の

経 費 費用をいう。

①特許権使用料（契約に基づき使用する特許の使用

料及び派出する技術者等に要する費用）

②水道、光熱、電力料（事業を行うために必要な電

力電灯使用料及び用水使用料）

③機械経費（事業を行うために必要な機械の使用に

要する経費（材料費、労務費を除く。）

本工事 共 通 次の費用をいう。

費（間 仮設費 ①事業を行うために直接必要な機械器具等の運搬、

接工事 移動に要する費用

費） ②準備、後片付け整地等に要する費用

③機械の設置撤去及び仮道布設現道補修等に要する

費用

④技術管理に要する費用

⑤交通の管理、安全施設に要する費用
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現 場 請負業者が事業を行うために直接必要な現場経費で

管理費 あって、労務管理費、水道光熱費、消耗品費、通信

交通費その他に要する費用をいい、類似の事業を参

考に決定する。

一 般 請負業者が事業を行うために直接必要な法定福利費、

管理費 修繕維持費、事務用品費、通信交通費をいい、類似

の事業を参考に決定する。

付 帯 本工事費に付随する直接必要な工事に要する必要最

工事費 小限度の範囲で、経費の算定方法は本工事費に準じ

て算定すること。

機 械 事業を行うために直接必要な建築用、小運搬用その

器具費 他工事用機械器具の購入、借料、運搬、据付け、撤

去、修繕及び製作に要する経費をいう。

測 量 事業を行うために直接必要な調査、測費量、基本設

及 び 計、実施設計、工事監理及び試験に要する経費をい

試験費 う。また、補助事業者が直接、調査、測量、基本設

計、実施設計、工事監理及び試験を行う場合におい

てこれに要する材料費、労務費、労務者保険料等の

費用をいい、請負又は委託により調査、測量、基本

設計、実施設計、工事監理及び試験を施工する場合

においては請負費又は委託料の費用をいう。

事務費 事務費 事業を行うために直接必要な事務に要する共済費、

賃金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及賃

借料及び備品購入費で知事が承認した経費とする。
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別記様式第１号

平成 年度山口県地域グリーンニューディール基金事業

（環境やまぐち省エネ事業所普及促進事業）補助金交付申請書

第 号

平成 年 月 日

山口県知事 様

申請者 住 所

氏 名

平成 年度において、山口県地域グリーンニューディール基金事業（環境やまぐち

省エネ事業所普及促進事業）補助金の交付を受けたいので、山口県補助金等交付規則第

３条の規定により、関係書類を添えて下記のとおり申請します。

記

１ 添付書類

（１）事業計画書及び収支予算書（交付申請書：別紙１）

（２）補助対象製品の導入によるＣＯ２削減計画書（交付申請書：別紙２）

（３）補助対象製品の工事請負契約書又は見積書の写し

（４）補助対象製品の設計書又は仕様書の写し

（５）納税証明書（全ての県税について滞納がないことを証するもので、発行後３か

月以内の原本）

２ 手続代行者（交付要綱第１１条の規定に基づく手続代行者）

住 所

会 社 名 手続代行者

代 表 者 名 代 表 者 印

担 当 者 名

電 話 番 号

ＦＡＸ番号

Ｅ メ ー ル

【代行する事務手続】①補助金交付申請書に関すること

②事業計画変更承認申請書に関すること

③事業中止（廃止）承認申請書に関すること

④事業実績報告書に関すること
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（交付申請書：別紙１）

事業計画書及び収支予算書

補助事業名 環境やまぐち省エネ事業所普及促進事業

事業実施場所

工事着工予定日 平成 年 月 日
事業実施期間

工事完了予定日 平成 年 月 日

補 太 メーカー名 【所在都道府県名： 】
助 陽 太陽電池モジュール
対 光 形 式 名
象 発
製 電 太陽電池の最大出力 ｋＷ 【１０ｋＷ以上であること】
品 シ

ス 施 工 事 業 者 名 【所在市町名： 】
テ
ム 所 要 金 額① 円 【消費税含む】

そ 製 品 名
の
他
の メ ー カ ー 名
省 【所在都道府県名】 【 】 【 】 【 】
エ
ネ 形 式 名
・
グ
リ 施 工 事 業 者 名
｜
ン 【所在市町名】 【 】 【 】 【 】
化
製 所 要 金 額② 円 円 円
品 (消費税含む)

収 支 出 所要金額合計
支 円【消費税含む】
予 ① ＋ ② ＝Ａ
算
収 入 円

国庫補助金Ｂ
（補助金名： ）

円
その他補助金Ｃ

（申 請 先： ）

円【千円未満切り捨て】
県 補 助 金

【(Ａ－Ｂ－Ｃ)の３分の１以内で、上限５００万円】

自 己 負 担 額 円
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（交付申請書：別紙２）

補助対象製品の導入によるＣＯ２削減計画書

平成 年 月 日

山口県知事 様

住 所
企 業 名
代 表 者 印

１ 製品概要

製 品 名

メ ーカ ー 名 （都道府県名） 型式名

□有（→以下は記入不要）
山口県産省エネ・グリーン化製品届出要領に基づく届出の有無

□無

別表第２の基準 □①太陽光発電システム基準 □②次世代エネルギー基準
の 該当 項 目 □③国庫補助制度基準 □④ＣＯ２削減基準（→下表を作成）

２ ＣＯ２削減効果【年間】
（ＣＯ２排出量の単位：ｔ－ＣＯ２）

従来設備のＣＯ２排出量 省エネ改修後のＣＯ２排出量
燃料種類 ＣＯ２排出係数

消 費 量 排出 量 消 費 量 排 出量
(Ａ) (Ｂ) (Ｃ＝Ａ×Ｂ) (Ｄ) (Ｅ＝Ａ×Ｄ)

購入電力 ０．５５５ 千kwh ｔ 千kwh ｔ

都市ガス ２．０８０ 千㎡ ｔ 千㎡ ｔ

ガソリン ２．３２２ ｋｌ ｔ ｋｌ ｔ

灯 油 ２．４８９ ｋｌ ｔ ｋｌ ｔ

軽 油 ２．６１９ ｋｌ ｔ ｋｌ ｔ

Ａ 重 油 ２．７１０ ｋｌ ｔ ｋｌ ｔ

Ｃ 重 油 ２．９８２ ｋｌ ｔ ｋｌ ｔ

Ｌ Ｐ Ｇ ３．０００ ｔ ｔ ｔ ｔ

Ｌ Ｎ Ｇ ２．６９８ ｔ ｔ ｔ ｔ

石 炭 ２．４０９ ｔ ｔ ｔ ｔ

そ の 他 ｔ ｔ

ＣＯ２排出量合計 ① ｔ－ＣＯ２ ② ｔ－ＣＯ２

ＣＯ２削減量 (Ａ) ①－② ｔ－ＣＯ２

ＣＯ２削減率 (Ｂ) (①－②)／① ％

※導入する省エネ・グリーン化製品毎にメーカー又は施工事業者が作成すること
※ＣＯ２削減量（Ａ）が年間０．３ｔ－ＣＯ２以上、又はＣＯ２削減率（Ｂ）が
１０％以上となることが補助要件であること

※Ｃ０２削減量又は削減率を明確に説明できる場合は、この表によらなくても可
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別記様式第２号

平成 年度山口県地域グリーンニューディール基金事業

（環境やまぐち省エネ事業所普及促進事業）計画変更承認申請書

第 号

平成 年 月 日

山口県知事 様

申請者 住 所

氏 名

平成 年 月 日付け 第 号により補助金の交付の決定の通知が

あった山口県地域グリーンニューディール基金事業（環境やまぐち省エネ事業所普及促

進事業）について、下記のとおり事業計画を変更したいので、山口県補助金等交付規則

第８条第１項の規定により、関係書類を添えて申請します。

記

１ 変更の理由及び内容

２ 添付書類（事業計画等を変更する場合は、次の書類を修正して提出すること）

（１）事業計画書及び収支予算書（交付申請書：別紙１）

（２）補助対象製品の導入によるＣＯ２削減計画書（交付申請書：別紙２）

（３）補助対象製品の工事請負契約書又は見積書の写し

（４）補助対象製品の設計書又は仕様書の写し
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別記様式第３号

平成 年度山口県地域グリーンニューディール基金事業

（環境やまぐち省エネ事業所普及促進事業）中止（廃止）承認申請書

第 号

平成 年 月 日

山口県知事 様

申請者 住 所

氏 名

平成 年 月 日付け 第 号により補助金の交付の決定の通知が

あった山口県地域グリーンニューディール基金事業（環境やまぐち省エネ事業所普及促

進事業）について、下記のとおり事業を中止（廃止）したいので、山口県補助金等交付

規則第８条第１項の規定により申請します。

記

１ 中止（廃止）の理由

２ 中止（廃止）後の措置
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別記様式第４号

平成 年度山口県地域グリーンニューディール基金

（環境やまぐち省エネ事業所普及促進事業）事業実績報告書

第 号

平成 年 月 日

山口県知事 様

申請者 住 所

氏 名

平成 年 月 日付け 第 号により補助金の交付の決定の通知が

あった山口県地域グリーンニューディール基金事業（環境やまぐち省エネ事業所普及促

進事業）を完了したので、山口県補助金等交付規則第１１条の規定により、関係書類を

添えて下記のとおり報告します。

記

１ 添付書類

（１）事業実績書及び収支決算書（実績報告書：別紙１）

（２）補助対象製品の導入によるＣＯ２削減実績書（実績報告書：別紙２）

（３）補助対象製品の設置状況を示す写真

（４）補助対象製品の設置に係る領収書及びその内訳書の写し

（５）太陽光発電システムに係る電力事業者との電力需給契約書の写し



- 14 -

（実績申請書：別紙１）

事業実績書及び収支決算書

補助事業名 環境やまぐち省エネ事業所普及促進事業

事業実施場所

工事着工日 平成 年 月 日
事業実施期間

工事完了日 平成 年 月 日

補 太 メーカー名 【所在都道府県名： 】
助 陽 太陽電池モジュール
対 光 形 式 名
象 発
製 電 太陽電池の最大出力 ｋＷ 【１０ｋＷ以上であること】
品 シ

ス 施 工 事 業 者 名 【所在市町名： 】
テ
ム 所 要 金 額① 円 【消費税含む】

そ 製 品 名
の
他
の メ ー カ ー 名
省 【所在都道府県名】 【 】 【 】 【 】
エ
ネ 形 式 名
・
グ
リ 施 工 事 業 者 名
｜
ン 【所在市町名】 【 】 【 】 【 】
化
製 所 要 金 額② 円 円 円
品 (消費税含む)

収 支 出 所要金額合計
支 円【消費税含む】
予 ① ＋ ② ＝Ａ
算
収 入 円

国庫補助金Ｂ
（補助金名： ）

円
その他補助金Ｃ

（申 請 先： ）

円【千円未満切り捨て】
県 補 助 金

【(Ａ－Ｂ－Ｃ)の３分の１以内で、上限５００万円】

自 己 負 担 額 円
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（実績申請書：別紙２）

補助対象製品の導入によるＣＯ２削減実績書

平成 年 月 日

山口県知事 様

住 所
企 業 名
代 表 者 印

１ 製品概要

製 品 名

メ ーカ ー 名 （都道府県名） 型式名

□有（→以下は記入不要）
山口県産省エネ・グリーン化製品届出要領に基づく届出の有無

□無

別表第２の基準 □①太陽光発電システム基準 □②次世代エネルギー基準
の 該当 項 目 □③国庫補助制度基準 □④ＣＯ２削減基準（→下表を作成）

２ ＣＯ２削減効果【年間】
（ＣＯ２排出量の単位：ｔ－ＣＯ２）

従来設備のＣＯ２排出量 省エネ改修後のＣＯ２排出量
燃料種類 ＣＯ２排出係数

消 費 量 排出 量 消 費 量 排 出量
(Ａ) (Ｂ) (Ｃ＝Ａ×Ｂ) (Ｄ) (Ｅ＝Ａ×Ｄ)

購入電力 ０．５５５ 千kwh ｔ 千kwh ｔ

都市ガス ２．０８０ 千㎡ ｔ 千㎡ ｔ

ガソリン ２．３２２ ｋｌ ｔ ｋｌ ｔ

灯 油 ２．４８９ ｋｌ ｔ ｋｌ ｔ

軽 油 ２．６１９ ｋｌ ｔ ｋｌ ｔ

Ａ 重 油 ２．７１０ ｋｌ ｔ ｋｌ ｔ

Ｃ 重 油 ２．９８２ ｋｌ ｔ ｋｌ ｔ

Ｌ Ｐ Ｇ ３．０００ ｔ ｔ ｔ ｔ

Ｌ Ｎ Ｇ ２．６９８ ｔ ｔ ｔ ｔ

石 炭 ２．４０９ ｔ ｔ ｔ ｔ

そ の 他 ｔ ｔ

ＣＯ２排出量合計 ① ｔ－ＣＯ２ ② ｔ－ＣＯ２

ＣＯ２削減量 (Ａ) ①－② ｔ－ＣＯ２

ＣＯ２削減率 (Ｂ) (①－②)／① ％

※導入する省エネ・グリーン化製品毎にメーカー又は施工事業者が作成すること
※ＣＯ２削減量（Ａ）が年間０．３ｔ－ＣＯ２以上、又はＣＯ２削減率（Ｂ）が
１０％以上となることが補助要件であること

※Ｃ０２削減量又は削減率を明確に説明できる場合は、この表によらなくても可
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別記様式第５号

平成 年度山口県地域グリーンニューディール基金事業補助金

（環境やまぐち省エネ事業所普及促進事業）消費税仕入控除税額報告書

第 号

平成 年 月 日

山口県知事 様

申請者 住 所

氏 名

平成 年 月 日付け 第 号により補助金の交付の決定の通知が

あった山口県地域グリーンニューディール基金事業（環境やまぐち省エネ事業所普及促

進事業）に係る消費税仕入控除税額ついて、下記のとおり、山口県地域グリーンニュー

ディール基金事業補助金（環境やまぐち省エネ事業所普及促進事業）交付要綱第８条第

３項の規定により報告します。

記

１ 補助金の額の確定額 金 円

２ 消費税の申告の有無（どちらかを選択） 有 ・ 無

（２で「無」を選択の場合は以下不要）

３ 仕入控除税額の計算方法（どちらかを選択） 一般課税 ・ 簡易課税

（３で「簡易課税」を選択の場合は以下不要）

４ 補助金の額の確定時に減額した消費税仕入控除税額 金 円

５ 消費税の申告により確定した消費税仕入控除税額 金 円

６ 補助金返還相当額（５から４の額を差し引いた額） 金 円

※別紙として積算の内訳を添付すること。

※補助金返還相当額がない場合であっても、報告すること。
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別記様式第６号

平成 年度山口県地域グリーンニューディール基金事業

（環境やまぐち省エネ事業所普及促進事業）補助金支払請求書

第 号

平成 年 月 日

山口県知事 様

申請者 住 所

氏 名

平成 年 月 日付け 第 号により補助金の交付の決定の通知が

あった山口県地域グリーンニューディール基金事業（環境やまぐち省エネ事業所普及促

進事業）について、下記のとおり補助金の支払を受けたいので、山口県地域グリーンニ

ューディール基金事業補助金（環境やまぐち省エネ事業所普及促進事業）交付要綱第９

条第１項の規定により請求します。

記

請求金額 金 円

支 払 方 法 精 算 払

交 付 決 定 額 円

確 定 額 円

既 交 付 額 円

今 回 請 求 額 円

差 引 残 額 円

振 込 先

振 込 銀 行 銀行 支店

１ 普通預金
口 座 区 分 口座番号

２ 当座預金

口 座 名 義

（フ リ ガ ナ）
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別記様式第７号

山口県地域グリーンニューディール基金事業（環境やまぐち

省エネ事業所普及促進事業）補助金財産処分承認申請書

平成 年 月 日

山口県知事 様

申請者 住 所

氏 名 印

平成 年 月 日付け 第 号により補助金の交付の決定の通知が

あった山口県地域グリーンニューディール基金事業（環境やまぐち省エネ事業所普及促

進事業）について、下記のとおり財産を処分したいので、山口県補助金等交付規則第

１８条第１項の規定により財産処分の承認を申請します。

記

１ 財産処分の方法

□売 却 □譲 渡 □交 換 □貸 与 □担 保 □廃 棄

□その他（具体的に記入： ）

２ 財産処分の時期

平成 年 月 日から （平成 年 月 日まで）

３ 財産処分の理由

４ 財産処分により収益があった場合の金額


